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      2017年 8月 30日                     

各 位 

東京都江東区豊洲五丁目 6番 52号 

株式会社オートバックスセブン 

代表取締役  社長執行役員 小林 喜夫巳 

[コード番号 9832 東証第一部] 

問い合わせ先 IR・広報部長 椎野 泰成 

TEL 03-6219-8718 

株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

当社は、2017年8月30日開催の取締役会において、株主優待制度の内容について変更することを決議い

たしましたので、下記の通りお知らせいたします。  

記 

 

１．変更の理由 

当社は、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、オートバックスグループ店舗の魅力を知

っていただくために、株主優待制度を実施しております。 

このたび、長期で株式を保有していただいている株主様に対して、より魅力度の高い制度にすることを

目的に、株主優待制度の内容を変更いたします。 

株主・投資家の皆様におかれましては、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。 

 

２．変更の内容 

 (1)株主優待の利用方法 

 変更前 変更後 

優待内容 「株主様向けご優待カード」に登録

されているオートバックスポイン

トを、1ポイント 1円としてグルー

プ各店舗でのお買い物にご利用い

ただくことができます。 

オートバックスグループ各店舗（一部

ご利用いただけない店舗があります）

でご利用いただける「オートバックス

グループギフトカード（1,000円券）」

を、保有期間・保有株式数に応じて進

呈いたします。 

進呈品の有効期限 

 

ポイント付与日から 2年後の 12月

31日まで。 

有効期限なし。 
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 (2) 株主優待の進呈区分   

保有株式数 変更前 変更後 

100株～299株 3,000ポイント 1年以上保有           : 1,000円分 

300株～999株 7,500ポイント 
3年以上保有      ：8,000円分 

1年以上 3年未満保有  ：5,000円分 

1,000株～2,999株 10,000ポイント 3年以上保有      ：13,000円分 

1年以上 3年未満保有  ：10,000円分 3,000株以上 15,000ポイント 

  注 1）保有期間 1年未満の株主様への株主優待品の進呈はございません。 

注 2）保有期間の確認に当たっては 3月末日及び 9月末日の株主名簿に連続して記載される同一の 

     株主番号の回数を基準といたします。 

注 3）保有期間・保有個数条件定義（株主番号で管理し、同一株主番号で継続保有の必要あり）   

3年以上： 直近株主名簿に連続 7回以上記載  

1年以上 3年未満： 直近株主名簿に連続 3回以上 6回記載  

1年未満： 直近株主名簿に記載が 2回以下 

注4）次の事項に該当する場合、株主番号が変更となる可能性がありますのでご注意ください。 

なお、株主番号の変更の有無については、株式をお預けの証券会社にお問い合わせください。 

①株式の名義人が変更となった場合 

      ・相続 

      ・証券会社の貸株サービスを利用した場合 など 

     ②保有株式のすべてを売却し、買い戻した場合 

      ・お預けの証券会社を変更した場合 

      ・保有株式を一般口座からNISA口座に切り替えた場合 など 

 

(3) 変更実施時期および対象者 

2018年3月31日以降の株主名簿に記録される、１単元（100 株）以上を保有される株主様を対象に   

年2回実施いたします。 

  

(4) 2017年 9月 30日基準日の株主名簿に記録される 1単元（100株）以上保有される株主様について 

①2017 年 11 月発送予定の株主優待については、現行の「株主様向けご優待カード」を発送いた

します。なお、2017 年 12 月 31 日をもって、店舗でのお買い物時のオートバックスポイントの

付与は終了いたしますが、本ご優待カードに付与されているポイントは、2019 年 12 月 31 日ま

でご利用いただけます。 

②2017 年 9 月 30 日基準日の株主名簿に初めて記録される株主様について、変更後の制度におい

ては対象外となりますが、経過措置として 1 年以上 3 年未満の区分と同等金額で進呈いたしま

す（2018年 3月 31日時点で連続 2回記録であっても進呈いたします）。 

 

 

以 上 


